
JP 2014-99454 A5 2015.10.8

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年10月8日(2015.10.8)

【公開番号】特開2014-99454(P2014-99454A)
【公開日】平成26年5月29日(2014.5.29)
【年通号数】公開・登録公報2014-028
【出願番号】特願2012-249335(P2012-249335)
【国際特許分類】
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   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成27年8月24日(2015.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素および窒素の少なくとも一方を含む半導体ウェーハにゲッタリングに寄与する構成
元素を含むクラスターイオンを照射して、該半導体ウェーハの表面に、前記クラスターイ
オンの構成元素から形成された改質層を形成する第１工程と、
　前記半導体ウェーハの改質層上に第１エピタキシャル層を形成する第２工程と、
を有し、該第２工程後の改質層における前記構成元素の深さ方向の濃度プロファイルの半
値幅が１００ｎｍ以下である半導体エピタキシャルウェーハを得ることを特徴とする半導
体エピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項２】
　前記半導体ウェーハはシリコンウェーハである、請求項１に記載の半導体エピタキシャ
ルウェーハの製造方法。
【請求項３】
　前記半導体ウェーハが、シリコンウェーハの表面に第２エピタキシャル層が形成された
エピタキシャルウェーハであり、前記第１工程において前記改質層は前記第２エピタキシ
ャル層の表面に形成される、請求項１または２に記載の半導体エピタキシャルウェーハの
製造方法。
【請求項４】
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　前記半導体ウェーハ中の炭素濃度は１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上１×１０１７

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下（ＡＳＴＭ　Ｆ１２３　１９８１）であり、窒素濃度は５×１０
１２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上５×１０１４ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下である、請求項１～３
のいずれか一項に記載の半導体エピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項５】
　前記半導体ウェーハ中の酸素濃度は９×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上１８×１０１

７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下（ＡＳＴＭ　Ｆ１２１　１９７９）である、請求項１～４のい
ずれか一項に記載の半導体エピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項６】
　前記第１工程の後かつ前記第２工程の前に、前記半導体ウェーハに対して、酸素析出物
の形成を促進するための熱処理を施す、請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体エピ
タキシャルウェーハの製造方法。
【請求項７】
　前記クラスターイオンが構成元素として炭素を含む、請求項１～６のいずれか一項に記
載の半導体エピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項８】
　前記クラスターイオンが構成元素として炭素を含む２種以上の元素を含む、請求項７に
記載の半導体エピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項９】
　前記クラスターイオンが、さらにドーパント元素を含み、該ドーパント元素がホウ素、
リン、ヒ素およびアンチモンからなる群から選ばれた１以上の元素である、請求項７また
は８に記載の半導体エピタキシャルウェーハの製造方法。
【請求項１０】
　前記第１工程は、炭素１原子あたりの加速電圧が５０ｋｅＶ/ａｔｏｍ以下、クラスタ
ーサイズが１００個以下、炭素のドーズ量が１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ２以下の条件
で行う、請求項７～９のいずれか一項に記載の半導体エピタキシャルウェーハの製造方法
。
【請求項１１】
　炭素および窒素の少なくとも一方を含む半導体ウェーハと、該半導体ウェーハの表面に
形成された、該半導体ウェーハ中に固溶しゲッタリングに寄与する所定元素から形成され
た改質層と、該改質層上の第１エピタキシャル層と、を有し、
　前記改質層における前記所定元素の深さ方向の濃度プロファイルの半値幅が１００ｎｍ
以下であることを特徴とする半導体エピタキシャルウェーハ。
【請求項１２】
　前記半導体ウェーハがシリコンウェーハである、請求項１１に記載の半導体エピタキシ
ャルウェーハ。
【請求項１３】
　前記半導体ウェーハが、シリコンウェーハの表面に第２エピタキシャル層が形成された
エピタキシャルウェーハであり、前記改質層は前記第２エピタキシャル層の表面に位置す
る、請求項１１または１２に記載の半導体エピタキシャルウェーハ。
【請求項１４】
　前記半導体ウェーハ中の炭素濃度は１×１０１５ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上１×１０１７

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下（ＡＳＴＭ　Ｆ１２３　１９８１）であり、窒素濃度は５×１０
１２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上５×１０１４ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下である、請求項１１～
１３のいずれか一項に記載の半導体エピタキシャルウェーハ。
【請求項１５】
　前記半導体ウェーハ中の酸素濃度は９×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上１８×１０１

７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下（ＡＳＴＭ　Ｆ１２１　１９７９）である、請求項１１～１４
のいずれか一項に記載の半導体エピタキシャルウェーハ。
【請求項１６】
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　前記半導体ウェーハの表面からの深さが１５０ｎｍ以下の範囲内に、前記改質層におけ
る前記濃度プロファイルのピークが位置する、請求項１１～１５のいずれか一項に記載の
半導体エピタキシャルウェーハ。
【請求項１７】
　前記改質層における前記濃度プロファイルのピーク濃度が、１×１０１５ａｔｏｍｓ／
ｃｍ３以上である、請求項１１～１６のいずれか一項に記載の半導体エピタキシャルウェ
ーハ。
【請求項１８】
　前記所定元素が炭素を含む、請求項１１～１７のいずれか一項に記載の半導体エピタキ
シャルウェーハ。
【請求項１９】
　前記所定元素が炭素を含む２種以上の元素を含む、請求項１８に記載の半導体エピタキ
シャルウェーハ。
【請求項２０】
　前記所定元素がさらにドーパント元素を含み、該ドーパント元素がホウ素、リン、ヒ素
およびアンチモンからなる群から選ばれた１以上の元素である、請求項１８または１９に
記載の半導体エピタキシャルウェーハ。
【請求項２１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の製造方法で製造された半導体エピタキシャルウ
ェーハまたは請求項１１～２０のいずれか一項に記載の半導体エピタキシャルウェーハの
、表面に位置する第１エピタキシャル層に、固体撮像素子を形成することを特徴とする固
体撮像素子の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　すなわち、本発明の半導体エピタキシャルウェーハの製造方法は、炭素および窒素の少
なくとも一方を含む半導体ウェーハにゲッタリングに寄与する構成元素を含むクラスター
イオンを照射して、該半導体ウェーハの表面に、前記クラスターイオンの構成元素から形
成された改質層を形成する第１工程と、前記半導体ウェーハの改質層上に第１エピタキシ
ャル層を形成する第２工程と、を有し、該第２工程後の改質層における前記構成元素の深
さ方向の濃度プロファイルの半値幅が１００ｎｍ以下であるエピタキシャルシリコンウェ
ーハを得ることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　次に、本発明の半導体エピタキシャルウェーハは、炭素および窒素の少なくとも一方を
含むバルク半導体ウェーハを有する半導体ウェーハと、該半導体ウェーハの表面に形成さ
れた、該半導体ウェーハ中に固溶しゲッタリングに寄与する所定元素から形成された改質
層と、該改質層上の第１エピタキシャル層とを有し、前記改質層における前記所定元素の
深さ方向の濃度プロファイルの半値幅が１００ｎｍ以下であることを特徴とする。
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